
事 務 連 絡 

平成 24 年６月 12 日 

 

 

地方厚生（支）局医療課 

都道府県民生主管部（局） 

国民健康保険主管課（部）      御中 

都道府県後期高齢者医療主管部（局） 

後期高齢者医療主管課（部） 

 

 

 

厚生労働省保険局医療課 

 

 

官報掲載事項の一部訂正について 

 

 

平成 24 年３月５日付官報（号外第４９号）等に掲載された平成 24 年度診療

報酬改定に伴う関係告示について、別紙のとおり、官報掲載事項の訂正が行わ

れる予定ですので、あらかじめお知らせいたします。 
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